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生活交通ネットワーク計画の認定申請 

（平成25年2月22日）

（平成 25 年 4 月予定）

（平成 25 年 5 月予定）

（平成 25 年 6 月） 

本庄市総合交通計画（案）

運行に係る協議・合意事項 

本庄市生活交通ネットワーク計画＊１(案） 

（平成 25 年 7 月） 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請に係る事業計画等の作成 

第 7回本庄市 

交通政策協議会 

第 8回本庄市 

交通政策協議会 

・運行の詳細な計画 

・運行事業者の選定方法 

資料２ 

１．今後のスケジュール 

本庄市総合交通計画 

第６回本庄市交通政策協議会資料 

「今後のスケジュール」及び「運行にあたって協議・合意が必要な事項」

市民の意見 
（パブリックコメント、市民説明会）

第 6回本庄市 

交通政策協議会 

事業者選定 

運行予定 

事業者 

※ 割引制度
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区分 

協議・合意が 
必要な事項 

内 容 背 景 

共通 

①運賃の設定 
（一般乗合旅客 
 自動車運送 
 事業の運賃 
及び料金） 

 
＜シャトル便＞ 
おとな     200 円 
小学生以下 100 円 

 
＜デマンド交通＞ 
おとな     300 円 
小学生以下 150 円 

 
 
 

地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、
住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該
運送に係る運賃等について合意しているときは、
当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、上限運賃
やその範囲での運賃設定に関する規定にかかわら
ず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出
ることをもつて足りる。これを変更しようとする
ときも同様とする。 

 

②事業用自動車 

11 人未満車両（乗車定
員 9 名、バリアフリー対
応車）で必要な輸送力が確
保される。 

 
乗車定員は、１１人以上であり、かつ、事業計
画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであ
ること。 
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合には１１人未満の乗車定員とすること
ができる。 
 

③最低車両数 

市との協定に基づき運
行する交通事業者の実状
を踏まえて、最低１両の
常用車及び１両の予備車
を配置する。 

 
１営業所ごとに、最低５両の常用車及び１両の
予備車を配置するものとする。 
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ

く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合はこの限りでない。 
 

 
④区域運行に 
関する事業の 
適切性 

 
地域交通のネットワー
クを構築する観点から協
議が調っている。 
 

区域運行に関する審査基準として、「利用者利
便の確保のため路線定期運行との整合性がとられ
ている」が挙げられている。 

⑤事業用自動車 

11 人未満車両（乗車定員
9 名、バリアフリー対応
車）、セダン（乗車定員 4
名）で必要な輸送力が確保
される。 

 
乗車定員は、１１人以上であり、かつ、事業計
画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであ
ること。 
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合には１１人未満の乗車定員とすること
ができる。 
 

⑥最低車両数 

 
市との協定に基づき運
行する交通事業者の実状
を踏まえて、最低１両の
常用車及び１両の予備車
を配置する。 
 

 
１営業所ごとに、最低３両の常用車及び１両の
予備車を配置するものとする。 
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に
必要な輸送力が明らかに確保されると認められる
場合はこの限りでない。 
 

 
 

 

 

 

２．運行にあたって協議・合意が必要な事項 

シ
ャ
ト
ル
便
（
路
線
定
期
運
行
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デ
マ
ン
ド
交
通
（
区
域
運
行
） 

※ 割引制度

注）「背景」の記載内容は、以下による。 

道路運送法第 9条条文 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について（平成 13 年 12 月 27 日公示） 

「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について 
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導入予定車両（乗車定員 11 人未満の車両） 

 

 

 

 

 

 

 

本庄市域を 4つの地区に分割し、車両は 1地区 1台の割合で配置するが、実証運行の間

は、こうした需要を見極める時観点から、配置車両数 4台のうち、2台を 11 人未満車両、

2台をタクシー／セダン車で運行する。  

 

シャトル便は路線定期運行を行うことから「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」の対象となり、必要な装備を有することが求められる。  

 

デマンド車両はサービスの統一性を図ることから同様の 11 人未満車両を導入する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇シャトル便の利用者は平日、休日で大きな差が生じる。時間ピーク率を 10％程度と仮定

すると、1時間当たり平日で 5～10 人、休日で 7～17 人となり、最小運転間隔 30 分が可能

であることから、11 人未満の小型車両を導入する。 

 

〇デマンド交通は、現行の市内循環バスが 1便当たり 5～6人程度輸送していることを踏

まえ、11 人未満の小型車両を導入する。 

側面乗降口とステップ 

後部乗降口と車いす乗降装置 
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＊１：本庄市生活交通ネットワーク計画（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性（自由記述） 

 

 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果（自由記述） 

 

（１）計画目標の位置づけと目標達成に向けた公共交通再構築の考え方 

（２）公共交通（地域内フィーダー系）利用者数の目標値及び期待される効果 

 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行

予定者（表１） 

 

（１）運行系統 

１）本庄北地域デマンド（運行区域、運行日時、運賃） 

２）本庄南地域デマンド（運行区域、運行日時、運賃） 

３）児玉市街地デマンド（運行区域、運行日時、運賃） 

４）(仮称)デマンドいずみ号（運行区域、運行日時、運賃） 

５）(仮称)本庄シャトル便（路線図、運行日時、運賃） 

（２）運行予定者 

 ※ 運行予定者の決定方法についても記述する。 

（３）運行に至る経緯 

 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（表２）

   ※ 事業者ごとに作成する。 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要（表５） 

 

 

６．協議会の開催状況と主な議論（自由記述） 

   ※ 生活交通ネットワーク計画が合意に至るまでの経緯を記述する。  

 

 

７．利用者等の意見の反映状況（自由記述） 

   ※ アンケート等の計画への反映状況を記述する。 

 

 

８．協議会メンバーの構成 



本庄北地域デマンド

本庄南地域デマンド

児玉市街地デマンド

(仮称)デマンド
　　　　　　　いずみ号

(仮称)本庄シャトル便

地域内
フィーダー

地域内
フィーダー

地域内
フィーダー

地域内
フィーダー

地域内
フィーダー

A社

B社

C社

E社

D社
埼玉県本庄市

①

①

①

①

①

地域間幹線系統のバス
停留所と接続 （近接） ①

①

①

①

①

地域間幹線系統のバス
停留所と接続 （近接）

地域間幹線系統のバス
停留所と接続（近接）

地域間幹線系統のバス
停留所と接続（近接）

地域間幹線系統のバス
停留所と接続（近接）



26～28
※ 年度ごとに１枚、計３枚

※ 国の補助額

武蔵・相模 470　　69

25年度申請用
の標準経常費用





26～28
※ 年度ごとに１枚、
　　　　　　　　計３枚

※ 国の補助額

武蔵・相模 2, 699　　 31

25年度申請用
の標準経常費用




